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１　評価対象

２　評価手順

平成２７年度の行政評価の流れ

　平成２６年度に引き続き，旭川市行財政改革推進プログラム三訂版の実効性を高めるた
め，計画の取組項目を評価対象として，長年懸案となっているものや見直しにより財源効
果が見込めるもの，評価により取組が推進できると期待されるもののほか，これらに付随
して検討が必要な事業を選定する。

１次評価

・各部による評価
（評価シートの作成）

・取組の必要性や妥当性を検証するとともに，その効

果についても再確認する。
・取組を進めるための具体的な手法，進捗状況を確
認する。

視

点
外部意見の聴取

・行政評価懇談会

による意見 構成（６名：定数は７名以内）

学識経験者等６名 狙い
・透明性，客観性の向上
・市民の視点からの評価

２次評価（最終評価）
・行政評価検討会議
による評価

構成（６名）
副市長，行政改革担当部長，総合政策部長，行政改革課長，
政策調整課長，財政課長

評価結果
Ａ→予定どおり推進 Ｂ→見直し Ｃ→取組中止

評価結果の指示
・評価結果に基づき，必
要に応じて推進本部等で
所管部局へ指示を出す。

指示結果のフォロー
・指示内容の反映状況を
推進本部等で所管部局
が報告し，進捗状況に応
じて必要な指示を出す。

推進

本部等
所管部局

評価結果の反映
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